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件   名  
亀山市犯罪のない安全で安心な

まちづくり条例  

市民文化部 

地域づくり支援室 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

   核家族化、少子高齢化及び高度情報化による社会環境の変化は、家庭の絆

や地域の繋がりを希薄にし、公共空間における安全性や犯罪抑止機能の低下

を招いています。  

亀山市においても、近年、振り込め詐欺や、登下校中の児童を狙った声か

け事案等の発生が確認され、市民の暮らしに不安をもたらしています。  

これら日常生活に潜む犯罪を未然に防止するためには、地域の住民同士が

注意を喚起し合い、互いに連携し、協力していく必要があります。  

また、亀山市まちづくり基本条例では、まちづくりの基本原則の１つとし

て安全で安心なまちの構築を掲げています。  

これらのことから、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念

を定め、市や市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪の発生を未然に防

止する環境を整備するために必要な事項を定めることにより、安全で安心な

まちづくりを推進するため、本条例を制定するものです。  

 

２ 制定内容  

（１）目的 ＜第１条関係＞  

この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり（以下「安全で安心な

まちづくり」といいます。）に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者、

地域活動団体及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、犯罪の発

生を未然に防止する環境を整備するために必要な事項を定めることにより、

安全で安心なまちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことがで

きる地域社会の実現を図ることを目的とします。  

（２）定義 ＜第２条関係＞ 

この条例における用語の定義を定めます。  

（３）基本理念 ＜第３条関係＞  

   安全で安心なまちづくりは、市、市民、事業者、地域活動団体及び関係

行政機関がそれぞれの責務を認識した上で、相互に連携し、及び協力して  

  推進されなければならないことを基本理念とします。  
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（４）市の責務 ＜第４条関係＞  

市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、必要な施策を総合的に

実施するものとします。  

（５）市民の責務 ＜第５条関係＞  

市民は、地域における相互の連帯意識を高め、自らの安全を確保するよ

う努めるものとします。  

（６）事業者の責務 ＜第６条関係＞  

事業者は、地域社会の一員として、安全で安心なまちづくりのための自

主的な活動を推進するよう努めるものとします。  

（７）地域活動団体の責務 ＜第７条関係＞  

地域活動団体は、安全で安心なまちづくりのための自主的な活動を推進

するとともに、その活動への市民及び事業者の参加を促進するよう努める

ものとします。  

（８）関係行政機関の責務 ＜第８条関係＞  

関係行政機関は、安全で安心なまちづくりを推進するため、市、市民、

事業者及び地域活動団体に対し防犯に関する情報を提供する等必要な措置

を講ずるものとします。  

（９）推進体制の整備 ＜第９条関係＞  

市及び関係行政機関は、安全で安心なまちづくりを推進するために、市、  

市民、事業者、地域活動団体及び関係行政機関が連携し、及び協力するこ

とができる体制を整備するものとします。  

（１０）広報啓発 ＜第１０条関係＞  

市及び関係行政機関は、防犯意識の高揚を図るため、市民、事業者及び

地域活動団体に対し、防犯に関する広報及び啓発を行うものとします。  

（１１）防犯環境の整備 ＜第１１条関係＞ 

市及び関係行政機関は、犯罪の発生を未然に防止する環境を整備するた

め、市民、事業者及び地域活動団体による防犯に関する活動に対する支援、 

防犯に関する相談体制の充実等について、相互に連携し、及び協力して取

り組むものとします。また、市民、事業者及び地域活動団体は、これらの

取組に対し、積極的に参加し、及び協力するよう努めるものとします。  

 

３ その他  

施行日は、平成２６年４月１日とします。  
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件   名  

亀山市議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関す

る条例の一部を改正する条例  

企画総務部  

人事情報室  

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる

ための関係法律の整備に関する法律」（平成２４年法律第５１号）による

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の改正規

定の一部が平成２６年４月１日に施行されることに伴い、所要の改正を行う

ものです。  

 

２ 改正内容  

  本条例で引用している「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」第５条第１２項が第１１項に繰り上げられることに伴い、条

項の整理を行うものです。 ＜第１５条関係＞  

 

３ その他  

施行日は、平成２６年４月１日とします。  
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件   名  

亀山市委員会の委員等の報酬

及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例  

健 康 福 祉 部 

子ども総合センター 

子ども家庭室 

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

  市が設置する保育所には、入所する児童の健康診断等を行うため嘱託医及

び嘱託歯科医を置き、年額で定めた報酬を支給しています。  

保育所の健康診断は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第１２条

第１項の規定により学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行っていま

す。  

このことから、学校（幼稚園）と保育所における嘱託医及び嘱託歯科医の

報酬の額の均衡を図るため、所要の改正を行うものです。  

   

２ 改正内容  

保育所の嘱託医及び嘱託歯科医の報酬の額を次のとおり改正します。  

＜別表関係＞  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他  

施行日は、平成２６年４月１日とします。  

現行  

年額 ２１９，０００円  

改正後  

基本額  年額 ２１９，０００円  

人数割額 年額 ５月１日現在にお

ける乳児及び幼児の数に

６７０円を乗じて得た額  

現行  

年額 １０９，５００円  

改正後  

基本額  年額 ２１９，０００円  

人数割額 年額 ５月１日現在にお

ける乳児及び幼児の数に

４４０円を乗じて得た額  

（１）保育所嘱託医  

（２）保育所嘱託歯科医  
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件   名  
亀山市手数料条例の一部を

改正する条例  

消防本部予防室  

建設部建築住宅室 

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

  「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」（平

成２６年政令第１７号、平成２６年４月１日施行）において、危険物の製造

所等の設置の許可の申請に対する審査等に係る手数料の額の標準が引き上げ

られたことに伴い、所要の改正を行うものです。  

また、平成２６年４月１日から建築基準法第９７条の２の規定による限定

特定行政庁に移行することに伴い、新たに行う事務について徴収する手数料

の額を定めるため、所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正内容  

（１）危険物関係手数料のうち、ガソリン、灯油等の危険物の危険度に応じて

定められている指定数量の倍数が２００を超える製造所及び一般取扱所並

びに特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可申請に対する審査等の事務の手数

料の額について、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で定める

額に改めます。 ＜別表第２関係＞  

（２）市が限定特定行政庁として行う、建築基準法による確認申請に対する審

査等の事務、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による長期優良

住宅建築等計画の認定の審査の事務、「都市の低炭素化の促進に関する法

律」による低炭素建築物新築等計画の認定の審査の事務等について徴収す

る手数料を追加します。なお、これらの事務の手数料の額については、県

及び県内の特定行政庁が各事務について定めている額と同額とします。  

＜別表第３、別表第４及び別表第５関係＞  

 

３ その他  

施行日は、平成２６年４月１日とします。  

（参考）地方自治法第２２８条第１項において、「地方公共団体の手数料の標準に関する政

令」で定められている事務について手数料を徴収する場合は、当該政令で定める金額

の手数料を標準として条例を定めなければならないことが規定されています。  
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件   名  
亀山市基金条例の一部を改正

する条例  

環境産業部  

森林林業室  

 

１    制定・改廃の背景と趣旨  

  三重県では、「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社

会づくり」を進めるための財源として、平成２６年４月１日から「みえ森と

緑の県民税」を導入し、この税を活用した施策を県と市町で分担して展開す

るため、税収の一部が交付金として市町に交付されます。  

  この交付金について、「災害に強い森林づくり」及び「市民全体で森林を

支える社会づくり」を推進する施策を今後計画的に進めるための資金として

積み立てるため、所要の改正を行うものです。  

 

２ 改正内容  

  「災害に強い森林づくり」及び「市民全体で森林を支える社会づくり」を

推進する施策に要する資金に充てるため、「みえ森と緑の県民税市町交付金

基金」を積立基金として設置します。 ＜第３条関係＞  

 

３ その他  

施行日は、平成２６年４月１日とします。  

 

（参考）  

 平成２６年度積立予定額 ６ ,０００千円  
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件   名  
亀山市立幼稚園保育料徴収

条例の一部を改正する条例  

教育委員会事務局  

教 育 総 務 室 

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

  市では、幼稚園の園児の保護者の経済的負担を軽減するため、国の幼稚園

就園奨励費補助事業を基準に、所得の状況に応じて保育料を減額し、又は免

除しています。  

  平成２６年度の国の補助事業において多子世帯に対する補助が拡大され、

同時に就園する場合及び小学校１年生から３年生までの兄又は姉がいる場合

の第２子以降の園児について、保護者の所得制限が廃止されることに伴い、

所要の改正を行うものです。  

 

２ 改正内容  

  市立幼稚園の保育料を減額し、又は免除できる世帯に、２人以上が同時に

幼稚園などに就園している世帯と、園児に小学校１年生から３年生までの兄

や姉がいる世帯を新たに加えます。 ＜第６条関係＞  

 

３ その他  

（１）施行日は、平成２６年４月１日とします。  

（２）保育料の減免額は、亀山市立幼稚園保育料減免に関する規則で定めます。 

 

（参考）  

新たに減免の対象となる世帯の保育料の額について                

対象園児  保育料の額  減免額  減免後の保育料の額  

第２子  月額  ６ ,０００円  月額  ３ ,０００円  月額  ３ ,０００円  

第３子以降  月額  ６ ,０００円  月額  ６ ,０００円  月額     ０円  
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件   名  
亀山市社会教育委員条例の

一部を改正する条例  

教育委員会事務局  

生 涯 学 習 室 

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

  平成２５年６月１４日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成２５年法

律第４４号）による社会教育法の改正規定が平成２６年４月１日から施行さ

れ、社会教育委員の委嘱の基準について「社会教育委員及び公民館運営審議

会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省

令」（平成２３年文部科学省令第４２号。以下「省令」といいます。）で定

める基準を参酌して、条例で定めることとされるため、所要の改正を行うも

のです。  

   

２ 改正内容  

亀山市社会教育委員の委嘱の基準について、省令で定める基準を参酌し、

省令で定める基準と同様の基準を定めることとします。 ＜第２条関係＞  

（１）学校教育の関係者  

（２）社会教育の関係者  

（３）家庭教育の向上に資する活動を行う者  

（４）学識経験のある者  

 

３ その他  

（１）施行日は、平成２６年４月１日とします。  

（２）現在の委員について、施行日以後も引き続き委員とみなすこととする経

過措置を定めます。  
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件   名  
亀山市青少年問題協議会条

例の一部を改正する条例  

教育委員会事務局  

生 涯 学 習 室 

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

  平成２５年６月１４日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成２５年法

律第４４号）による地方青少年問題協議会法の改正規定が平成２６年４月１

日から施行され、これまで同法で定められていた地方青少年問題協議会の会

長及び委員の要件が廃止されることから、条例でこれらの要件を定めるため、

所要の改正を行うものです。  

   

２ 改正内容  

（１）亀山市青少年問題協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

し、又は任命することとします。 ＜第２条関係＞  

  ア 青少年関係の団体又は機関の代表者  

イ 関係行政機関の職員  

  ウ 学識経験のある者  

  エ その他市長が必要と認める者  

（２）亀山市青少年問題協議会の会長は、委員の互選により定めることとしま

す。 ＜第４条関係＞  

 

３ その他  

（１）施行日は、平成２６年４月１日とします。  

（２）現在の委員のうち、改正後の条例に定める委員の要件を満たす者につい

て、施行日以後も引き続き委員とみなすこととする経過措置を定めます。  
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件   名  
亀山市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例  

市民文化部 

保険年金室  

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

市の国民健康保険税の最初の納期に係る金額は、地方税法の規定により各

納期の１ ,０００円未満の端数金額を合算するため、他の納期の金額と比べて

高額となる場合があり、納期ごとの納付金額の平準化を図るため、所要の改

正を行うものです。  

 

２ 改正内容  

  地方税法第２０条の４の２第６項ただし書の規定により、国民健康保険税

の納期ごとの分割金額に１００円未満の端数がある場合又は分割金額自体が

１００円未満である場合は、端数金額又は分割金額を、全て最初の納期に係

る分割金額に合算することを条例で定めます。 ＜第１７条関係＞  

  

（例） 年税額 35 ,000 円の場合  

（現行）  

  1,000 円未満の端数金額を最初の納期の金額に合算   

期別  1 期  2 期  3 期  4 期  5 期  6 期  7 期  8 期  9 期  

金額 (円 )  11 ,000  3 ,000  3 ,000  3 ,000  3 ,000  3 ,000  3 ,000  3 ,000  3 ,000  

 

（改正後）  

  100 円未満の端数金額を最初の納期の金額に合算    

期別  1 期  2 期  3 期  4 期  5 期  6 期  7 期  8 期  9 期  

金額 (円 )  4 ,600  3 ,800  3 ,800  3 ,800  3 ,800  3 ,800  3 ,800  3 ,800  3 ,800  

 

３ その他  

施行日は、平成２６年４月１日とし、平成２６年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用することとします。  
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件   名  
亀山市道路占用料徴収条例の

一部を改正する条例  

建 設 部 

用地管理室  

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

  平成２５年４月から国有林野事業が国営企業でなくなったことに伴い、道

路法及び道路法施行令において関係規定の整備が行われたため、所要の改正

を行うものです。  

 

２ 改正内容  

（１）市の管理に属する道路の占用料（以下「占用料」といいます。）を徴収

する国の事業がなくなったことにより、占用料の額、減免及び徴収の規定

について、国から徴収する占用料に係る部分を削ります。  

＜第２条、第３条及び第４条関係＞  

（２）（１）の改正に伴う規定の整理を行います。 ＜別表関係＞  

 

３ その他  

施行日は、公布の日とします。  
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件   名 
亀山市営住宅条例の一部を改

正する条例 

建 設 部 

建築住宅室 

 

１ 制定・改廃の背景と趣旨 

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律の一部を改正する法律」（平成２５年法律第１０６号）が平成２５年

１２月１３日に公布され、平成２６年１０月１日から施行されることに伴い、  

所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正内容 

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律」の題名が改正されることから、条例で引用する法律名を「中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律」に改めます。 ＜第６条関係＞ 

     

３ その他 

施行日は、平成２６年１０月１日とします。 
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件   名  
亀山市消防団員等公務災害補

償条例の一部を改正する条例  

消  防  本  部  

消防総務室  

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる

ための関係法律の整備に関する法律」（平成２４年法律第５１号）による

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の改正規

定の一部が平成２６年４月１日に施行されることに伴い、所要の改正を行う

ものです。  

 

２ 改正内容  

  本条例で引用している「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」第５条第１２項が第１１項に繰り上げられることに伴い、条

項の整理を行うものです。 ＜第１１条関係＞  

 

３ その他  

施行日は、平成２６年４月１日とします。  
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